
静岡県の
新型コロナウイルス感染症者

発生・入院等の状況
（2021年9月27日時点）
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静岡県健康福祉部　新型コロナウイルス対策課
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15
25

107.3

８月25日
最高

第３波 第４波

第５波

８月19日最多

673

９月27日7.2
（ステージ２）



429
300221

129
213220173

60 107170129105 96 53 29 19 57113176134

640600
499

240

474479 419

72 32 30 36 17

38003768
3789

3708
3637

3480

3361

3140

2840

2562
2451

2190

1931

1675

1432

1266
1158

1089
983

933 889 818780
720 689

601
488 431

358
292 275 263

78.0

104.4103.5104.1101.9
99.9

95.6

92.3

86.3

70.4
67.3

60.2

53.0

46.0

39.3
34.8

31.8
29.9

27.025.6 24.4
22.521.4

19.8 18.9
16.5

13.4 11.8
9.8 8.0 7.6 7.2

0

1,000

2,000

3,000

4,000

8
月
2
7
日

8
月
2
8
日

8
月
2
9
日

8
月
3
0
日

8
月
3
1
日

9
月
1
日

9
月
2
日

9
月
3
日

9
月
4
日

9
月
5
日

9
月
6
日

9
月
7
日

9
月
8
日

9
月
9
日

9
月
1
0
日

9
月
1
1
日

9
月
1
2
日

9
月
1
3
日

9
月
1
4
日

9
月
1
5
日

9
月
1
6
日

9
月
1
7
日

9
月
1
8
日

9
月
1
9
日

9
月
2
0
日

9
月
2
1
日

9
月
2
2
日

9
月
2
3
日

9
月
2
4
日

9
月
2
5
日

9
月
2
6
日

9
月
2
7
日

0

20

40

60

80

100

120
その日の
新規感染者の
公表人数（左軸）

その日を含む
過去１週間の
新規感染者
公表総数（左軸）

上記の
人口10万人
あたり人数（右軸）
（県人口364万人）

緊急事態措置

静岡県の直近１か月の新型コロナ新規感染者数の状況
（公表日ベース） （人/週/人口10万）《９月27日時点》

火 水 木 金 土 日 月

（人）

8月20日
より

25

25以上はステージ４の目安

15

15以上はステージ３の目安

この1週間で 263／689
= 0.38倍 （昨日0.38倍）
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８月下旬に20％を超えたが
直近は４％前後（ステージ２）
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15
25

８月下旬に90人台となった
が直近は５人台
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15
25

８月下旬に140人台となった
が直近は７人台
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15
25

８月下旬に100人台となった
が直近は８人台
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50%

　　　　最多値（その日付）
入院　        463人（9月2日）
宿泊　        421人（8月12日）
自宅　       4824人（8月27日）
全療養者　5498人（8月27日）

8月27日最高
病床占有率73.1％

直近は11.7％（ステージ２）
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重症者数は8月29日最多37人
直近は９人
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50%

病床占有率は9月1日最高70.6％
直近は9.0％
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50%

病床占有率は8月29日最高80.8％
直近は12.5％
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50%

病床占有率は8月27日最高74.6％
直近は13.1％



P14

◎（１）　④ ◎（２） （３）　⑤ （４）　③ ◎（５） （６）　①-1 ⑥ （７）　①-2 ② 参考

１週間の新規
感染者数

(人口10万人あたり)

１週間の
感染経路
不明者数

感染経路
不明の

感染者率

ＰＣＲ等
検査陽性率

クラスター
発生状況

病床の占有率
入院率

②の全療養者数
が10人以上の場

合に適用

重症者病床
の占有率

全療養者数
(人口10万人あたり)

直近１週間と先
週１週間の新
規感染者数の

比較

感染まん延期 後期 ステージⅣ
910人以上
(25人以上)

― 10％以上 ― 確保病床の50％以上 25％以下 50％以上
1,092人以上
(30人以上)

感染まん延期 中期
ステージⅢ 546人以上

(15人以上)
― 5％以上 ― 確保病床の20％以上 40％以下 20％以上

728人以上
(20人以上)

感染まん延期 前期
ステージⅡ

70人以上
(1.9人以上)

35人以上 50％以上 4％台 ― ―

感染移行期 後期
35人以上

(0.94人以上)
14人以上 40％以上 3％台 ― ―

感染移行期 前期
14人以上

(0.38人以上)
4人以上 30％以上 2％台 ― ―

感染限定期 ステージⅠ
14人未満

(0.38人未満)
4人未満 30％未満 2％未満 ― ―

感染休止期 ― 4週連続0人 0人 ― 4週連続0％ ― ― ― ― ―

【各指標の実測値】

確定日等
県感染流行期

(フェーズ)
国ステージ

指標（１）④
（公表ベース）

指標（２） 指標（３）⑤ 指標（４）③ 指標（５） 指標（６）① 指標⑥ 指標（７）① 指標②
旧国指標
（参考）

7月23日 感染まん延期 前期 ステージⅡ
249人

6.84人/10万人/週
105人 37.1% 3.0% 1（事業所） 18.5%

指標②が10未満
なので非適用 8.2%

354人
9.74人/10万人/日

1.08

7月30日 感染まん延期 中期 ステージⅢ
537人

14.75人/10万人/週
193人 33.3% 5.6%

12（接待飲食店5,学校2,事業
所,幼稚園,団体,友人,大学

サークル）
20.5% 21.7% 4.4%

517人
14.20人/10万人/日

2.16

8月6日 感染まん延期 後期 ステージⅣ
926人

25.44人/10万人/週
433人 42.6% 6.7% 9（事業所4,ｶﾗｵｹｽﾅｯｸ,飲食

店,旅館,福祉施設,学習塾） 平均32.3%、直近39.2% 17.2%
平均5.5%
直近10.0%

直近1,301人
35.74人/10万人/日

1.72

8月13日 感染まん延期 後期 ステージⅣ
1,475人

40.52人/10万人/週
778人 46.5% 11.9%

9（保育園2,自衛隊,事業所,
漁船,カラオケ飲食店2,接待

飲食店,学校部活）
平均42.7%、直近54.9% 14.6%

平均12.5%
直近24.5%

1,567人
43.06人/10万人/日

1.59

8月20日 感染まん延期 後期 ステージⅣ
2,715人

74.59人/10万人/週
515人 53.8% 14.7% 11（病院,高齢者施設,事業所

6,市役所,学生寮,専門学校） 57.3% 12.7% 30.0%
2,591人

71.19人/10万人/日
1.84

8月27日 感染まん延期 後期 ステージⅣ
3,906人

107.31人/10万人/週
1748人 49.2% 21.2%

13（友人集り,部活,飲食店,自
衛隊2,高齢者施設4,事業所

4）
66.7% 8.4%

48.3%
直近52.5%

4,620人
126.91人/10万人/日

1.44

9月3日 感染まん延期 後期 ステージⅣ
3,481人

95.63人/10万人/週
1566人 42.9% 19.5%

23（ジム,スポーツ,病院2,自衛隊2,
児童クラブ3,保育園3,児童施設2,
福祉施設,団体,高齢者施設3,事

業所4）

69.8% 8.1% 59.7%
5,498人

144.21人/10万人/日
0.89

9月10日 感染まん延期 後期 ステージⅣ
1,932人

53.08人/10万人/週
938人 37.8% 12.4%

8（高齢者施設2,事業所2,保
育園,児童クラブ,漁船） 61.9% 11.1% 46.9%

3.881人
106.62人/10万人/日

0.56

9月17日 感染まん延期 後期 ステージⅣ
933人

25.63人/10万人/週
403人 40.7% 7.1% 5（事業所2,病院,学校部活,

工場） 43.7% 15.2% 32.9%
2,144人

58.83人/10万人/日
0.48

9月24日 感染まん延期 中期 ステージⅢ
489人

13.43人/10万人/週
173人 34.9% 5.7% 2（保育施設2） 25.9%　直近(9/23) 15..3% 17.6%

17.9%
9/23 13.3%

1,057人
29.03人/10万人/日

0.52

9月27日
時点

感染まん延期 中期 ステージⅢ
263人

7.23人/10万人/週
103人 36.0% 3.6% 1（事業所） 11.7% 21.7% 14.5%

434人
11.92人/10万人/日

0.38

新型コロナウイルス感染状況把握のための評価指標と目安　【静岡県感染流行期（フェーズ）と国ステージ】　
≪2021年４月21日より一部修正(緑斜字 )≫ （９月27日時点版）

【各指標の目安値】
　

　　　　　　　　　県及び国の指標

　県感染流行期　　国ステージ

県の感染拡大状況評価指標（１）～（５）　(◎重点指標）　及び　県の病床ひっ迫状況指標（６）（７）　、　国のステージ指標①～⑥

50％以上
先週より

多い

クラスターの
規模や状況等
により個別に評

価

　※地域の医療機関の実情を踏まえて
　　　総合的に判断するので、

　　　県は目安値を設定していない。

直近の実測値の該当箇所

1週間（前週木曜日から今週水曜日）までの日々のデータの週の総和もしくは平均値を記載。セルの色は該当する県感染流行期の色。青枠は国ステージⅢ、赤枠はステージⅣに該当。



（人）

検査率25％の抽出検査だが、デルタ株の占める割合は９８％となり、
アルファ株（英国株）とほぼ入れ替わったが、アルファ株も残存している

静岡県 新型コロナ デルタ株（インド株）の検査状況（6/4～9/23）
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2回目接種率

（万人）

県民のうち、１回接種済者は６０.７％、２回接種済者は４７.９％
直近1週間の接種回数増加は、２２.６万回

県内のコロナワクチン接種済者数と接種率 （7/30～9/23） 

+11.9万回

+10.7万回

（VRS；ワクチン接種記録システムより）
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・18～24時の繁華街滞留人口は、
　下田・沼津の時短要請から急減

・20～24時の繁華街滞留人口は９月
　以降も低く維持されている

（9月27日 第53回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード　資料3-4）



県内感染者集団（クラスター）の確認日と人数 （7/1～9/27）

4件35人

8件83人

3件20人

0件0人

4件42人

10件109人

3件27人
23件287人

35件338人

1件8人

12件124人

まん延防止等重点措置後は
飲食店の発生は無し。
事業所・工場、
学校・保育施設、
高齢者施設の順に多い。

103件 1,073人

緊急事態まん延防止 P18
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症状ある方からの相談件数の1週間の移動平均
公表ベースの新規感染者数の1週間の移動平均

（政令市を含む全県）

（人,件）

発熱等相談センター相談件数と新型コロナ新規感染者数
（公表日ベース）

《７月１日～９月26日》

相談件数増加が鈍化した３日後に
感染者数増加も鈍化し、
相談件数急減が始まった３日後に
感染者数の急減も始まっている

9月中旬以降、相談件数の減少は
やや鈍化したが、順調に下降が
続いている印象

P19



令和３年９月 28 日

新型コロナウイルス感染症への今後の対応について

（危機管理部危機政策課）

（基本的考え方）

・まん延防止等重点措置の適用を受けなかった場合の対応。
・デルタ株の感染力の強さを鑑み、ワクチン接種の進捗状況を見据え、段階的に社会経

済活動を再開する。

・万が一、再びクラスターなどの感染拡大の兆しがあった場合には、すみやかに行動制

限を要請する。

（対応方針）

○期間：令和３年 10 月 1 日（金）～14 日（木）

○県民・事業者への主な要請内容等

現行（緊急事態宣言） 今後の方針

県

民

へ

の

要

請

外出自粛 ・不要不急の外出自粛 ・混雑している場所や時間を避け
て、少人数で行動

・飲食店等に対して営業時間の短
縮を要請する 20 時以降の外出自
粛の要請

・要請しない

県境を跨ぐ
移動

すべての都道府県との不要不急
の移動、往来は自粛を要請

感染が拡大している地域への不
要不急の移動は自粛を要請

「密」の回
避

「３密」だけでなく、たとえ「１
密」であっても避ける
・混雑する時間、場所の回避

・「３密」だけでなく、たとえ「１
密」であっても避ける
・混雑する時間、場所の回避

飲食店の利

用

・「ふじのくに安全・安心（飲食

店）認証」を受けた店舗等の利用

の呼びかけ

・少人数・短時間で、なるべく普

段一緒にいる人との利用を呼び

かけ

・「ふじのくに安全・安心（飲食

店）認証」を受けた店舗等の利用

の呼びかけ

・少人数・短時間で、なるべく普

段一緒にいる人との利用を呼び

かけ

事

業

者

等

へ

の

要

請

飲食店事業
者への要請

飲食店事業者又は大規模集客施
設に対し、休業又は営業時間の短
縮要請、酒類の提供の自粛

・今後飲食店クラスターが発生し
た場合、その市町での営業時間の
短縮要請
・飲食店のカラオケ設備の利用自
粛要請

換気・消毒等の基本的な感染防止
対策を要請

換気・消毒等の基本的な感染防止
対策を要請

○ 感染拡大防止対策の継続と社会経済活動の緩やかな再開
「そろりスタート」



飲食店以外 ・大規模集客施設への営業時間短

縮要請

・カラオケボックス等での感染対

策の徹底

・デパ地下及び大規模集客施設へ

の入場者の整理要請

・デパ地下や大規模集客施設等へ

の入場者の整理要請

イベント開
催

・上限5,000人かつ収容率50％以
内
・営業時間は 21 時まで

・上限 5,000 人又は収容率 50％
（1万人上限）の大きい方
・営業時間の短縮要請なし

学校教育活
動

オンライン授業や時差通学の実
施など感染リスクの低減を図る
対策の実施の要請

感染防止と学習機会の確保の両
立が図られるよう適切な対応の
要請

県

の

取

組

医療体制の
強化

転床、転院又は退院（自宅療養）
の促進

近隣の自宅療養者への酸素投与
療法、抗体カクテル療法などがで
きる体制の構築

Go To Eat
キャンペー
ン

テイクアウト、デリバリーを除く
利用自粛

一定期間、感染状況の落ち着きが

見られた段階で、発行済み食事券

の利用自粛要請の解除を判断

地域観光支

援事業

新たな予約の停止 一定期間、感染状況の落ち着きが

見られた段階で、事業の再開を判

断



1

緊急事態宣言解除後の静岡県の対応方針

令和３年 9月 30 日、新型インフルエンザ等対策特別措置法（以下、「法」という。）

第 32 条第１項に基づく緊急事態宣言の解除を踏まえ、政府対策本部の基本的対処方

針に基づき、次の必要な措置等を行う。

１ 措置を実施する期間

令和３年 10 月１日（金）～14 日（木）〔※感染状況に応じて、期間を延長する。〕

２ 措置の対象とする区域

静岡県全域

３ 実施する措置の内容

（１）基本方針

・県民の皆様や飲食店をはじめとする事業者の皆様の御協力により、デルタ株を

中心とするコロナウイルスの感染拡大が抑制され、静岡県においては、緊急事

態宣言が解除された。今後は、ウィズコロナを前提とし、感染拡大の防止と社

会経済活動の両立を持続することが重要である。このため、ワクチン接種の勧

奨、感染対策を徹底した「ふじのくに安全・安心認証制度」の普及を促進しつ

つ、経済活性化の取組を徐々に慎重に進めていくことする。また、新たな変異

株などによる次なる波（第６波）に備え医療提供体制の更なる強化を進める。

（２）県民への要請

ア 県民への外出に関する要請

・外出する際は混雑している時間や場所を避けて少人数で行動することを要請

する。

・感染が拡大している地域への県境をまたぐ不要不急の移動は極力控えるよう

要請する。また、帰省や出張など都道府県間の移動に際しては、基本的な感

染防止策を徹底するとともに、ワクチン接種を完了していない等リスクの高

い人に対して、検査の実施を勧奨する。
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イ 「密」の回避

・３密（「密閉」「密集」「密接」）の条件が揃う場面において、感染が拡大する

とされているが、デルタ株の強い感染力を踏まえ、たとえ「１密」であって

も回避するよう注意喚起する。

ウ 会話や歌唱の際の注意

・マスクを着用していない会話や歌唱などで感染が拡大する事例を踏まえ、室

内や移動中の車内、カラオケでの感染に注意するよう呼びかける。また、デ

ルタ株の強い感染力を踏まえ、マスクを着用していても、大声の会話・歌唱

については、屋外を含めて、感染リスクが高まることを注意喚起する。

エ 飲食の際の注意

・飲食の場での感染リスクが高いことを踏まえ、飲食時の黙食と会話時のマス

ク着用の徹底を呼びかける。また、仲間同士で行うバーベキューやホームパ

ーティーでの感染拡大が見られることから、同居家族以外との多人数での飲

食をはじめ、路上や公園等における集団での飲食は行わないよう呼びかける。

・飲食店を利用する場合は、少人数・短時間で、なるべく普段一緒にいる人と

利用することや、本県が推進している「ふじのくに安全・安心（飲食店）認

証」を受けた店舗を利用するよう呼びかける。県の認証店舗が近くにない場

合は、市町や飲食業団体が一定の感染対策を実施していると認めている店舗

を利用するよう呼びかける。

（３）事業者等への要請

ア 飲食店事業者等への要請

・県民が安心して飲食できる環境を提供するため、「ふじのくに安全・安心（飲

食店）認証」の積極的な取得を呼びかける。

・業種別ガイドラインによる感染防止対策の徹底や、寒冷期においても換気や

湿度の管理など感染しにくい環境の確保を呼びかける。

・飲食を主として業としている店舗において、カラオケ設備を提供している場

合、当該設備の利用自粛を要請する。

・飲食を主として業としていない店舗において、カラオケ設備の提供を行う場

合、利用者の密を避ける、換気の確保等、感染対策の徹底を要請する。
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・今後、同一地域で複数の飲食店クラスターが発生し、感染拡大防止のために

必要と判断された場合（当該市町における新規感染者数、地域の医療提供状

況がステージⅣ相当）には、市町長の意見等を踏まえ、該当市町と連携し、

国とも協議の上、営業時間の短縮や酒類の提供制限等の要請を行う。

・百貨店の地下の食品売り場等、人が密集する可能性のある場所については、

感染リスクが高いとされていることから、施設管理者等に対し、「入場者の整

理等」を行うよう要請する。

イ 催物（イベント）の開催制限等

（ア）開催制限の目安

下記収容率又は人数上限のいずれか小さい方

・収 容 率：100％以内（大声なし※）又は 50％（大声あり）

・人数上限：5,000 人又は収容率 50％（10 月 30 日までは 10,000 人を上限）

のいずれか大きい方

※大声での歓声、声援等がないことの判断については、実態に照らして、個

別具体的に判断する。

（イ）主催者における感染対策

・県内で開催される催物等において、主催者に、マスクの着用、入場時の検

温、密の回避などの基本的な感染防止対策の徹底をはじめ、参加者名簿の

作成、事前予約の実施、接触確認アプリ（ＣＯＣＯＡ）の活用など適正な

実施を働きかける。

（ウ）事前相談の対応

・参加者が 1,000 人を超える催物又は全国的・広域的な移動を伴う催物は、

県と事前相談を行うよう主催者に要請する。

ウ 事業所、医療・福祉施設等での対策

・業種別ガイドラインによる感染防止対策の徹底をはじめ、換気・湿度・二酸

化炭素濃度などの管理を行い、感染しにくい職場環境を確保するよう呼びか

ける。

・入館・入室者の検温、施設利用自粛、マスク着用、手指消毒などの徹底を呼

びかけるとともに、顧客や利用者の名簿作成、接触確認アプリ（ＣＯＣＯＡ）
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の活用などの対策を呼びかける。

・感染リスクが高まる「５つの場面」の回避、特に、「居場所の切り替わり」

時（休憩室、更衣室、喫煙室等）の感染防止対策について注意喚起する。

・事業者に対しては、「出勤者の７割削減」を目指し、在宅勤務（テレワーク）、

時差通勤、ローテーション勤務など、感染防止対策の強化を要請する。

エ 学校教育活動での対策

・デルタ株等の変異株ウイルスについては、若年層への感染拡大が従来株よりも

強く懸念されることから、児童・生徒・学生に対し、危機意識の継続及び基本

的な感染防止対策の徹底を周知する。

・幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、大学等においては、感染

防止と学習機会の確保の両立が図られるよう適切な対応を要請する。

・部活動、課外活動等における集団行動・団体行動の場で感染リスクが高まるこ

とを踏まえ感染防止対策を徹底することを要請する。

オ クラスターの発生及び拡大の抑制

・事業所に対して、体調不良者は出勤せず自宅療養することを徹底するととも

に、抗原定性簡易キットを活用し、感染者を早期に発見することによりクラス

ターの発生を抑制する取組を呼びかける。

・同一地域等において複数のクラスターが発生し、濃厚接触者の特定が困難な

事例の場合には、広範囲に拡大した検査を速やかに実施し、感染拡大防止を図

る。

４ 医療提供体制及び療養体制の充実・強化

（１）確保病床の有効活用の促進

・第６波において病床が逼迫するまでの間、軽症病床を抗体カクテル療法や酸素

投与用の病床として活用できるよう調整を進める。

・病状の悪化を防止し、入院を抑制するため、軽症者療養施設においても、抗体

療法を行う体制を整備する。

（２）宿泊療養及び自宅療養機能の強化
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・宿泊療養施設に設置した臨時医療施設を拠点として近隣の自宅療養者への酸素

投与療法、抗体カクテル療法などができる体制を構築する。

・自宅療養者の生活支援等を円滑に進めるため、個人情報の提供を含めた覚書を

締結するなど県と市町との連携体制を構築する。

・往診や電話診療など、自宅療養者が、身近な診療所等で診療できる体制を構築

する。

（３）人材の確保

・自宅療養者の健康観察については、拡充する人員を委託事業者と調整し事前に

把握しておく。

・入院待機ステーションの設置に必要な人材確保策を県病院協会、県医師会と調

整を進める。

・感染拡大時の保健所への応援要員の派遣を弾力的に行える体制を整える。

５ ワクチン接種の推進

・ワクチン接種は、新型コロナウイルス対策の切り札である。このため市町が進め

るワクチン接種の計画が可能な限り前倒しできるよう支援していく。また、副反

応等の情報を適切に県民に提供し、接種に対する不安を取り除き接種率の向上

に取り組む。

・３回目接種について、国から実施の方向性が示されたことを受け、市町、医師会

などと連携し準備を進める。

６ 経済・雇用対策

・飲食店や宿泊施設の持続的な経営と利用者の安全安心を確保するため、店舗や施

設ごとに感染防止対策を認証する「ふじのくに安全・安心認証制度」の普及を図

るとともに、認証取得に要した感染対策経費を支援する。

・感染症の動向と経済に与える影響を的確に把握し、感染防止対策を講じつつ、県

制度融資による資金繰り支援、雇用調整助成金等による雇用維持などに引き続

き注力していく。
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・全国知事会と歩調をあわせ、持続化給付金の再度の支給や雇用調整助成金の特例

措置の延長等について、国に対して強く求めていく。

・事業者等への要請に対する協力金や、中小企業等応援金について、引き続き、円

滑な申請の受付及び早期の支給に努めていく。

・ＧｏＴｏＥａｔキャンペーン事業については、緊急事態宣言の全面解除後、一定

期間、感染状況の落ち着きが見られた段階で、発行済み食事券の利用自粛等の要

請の解除を判断する

・地域観光支援事業である「バイ・シズオカ～今こそ！しずおか！！元気旅！！！

～」については、緊急事態宣言の全面解除後、一定期間、感染状況の落ち着きが

見られた段階で、事業の再開を判断する。

７ 誹謗中傷等の根絶に向けた呼びかけ

・感染された方やその治療に懸命に対応されている医療従事者の方々をはじめ、飲

食等の業界に携わる事業者・従業員、用事があって来県した他地域の方、健康上

の理由でワクチン接種ができない方などを対象とした心ない誹謗中傷や差別的

対応の根絶に向けた啓発を継続的に実施する。


